
 

 

 

様式第８ 法第49条第１項及び第４項第４号・第５号関係（農地転用の許可・農用地区域内の開発行為

の許可） 
 

１ 復興整備計画の区域における被災関連市町村の農業の健全な発展を図るための施策の推進に関する

基本的な事項 

①  被災市町村の農業の復興及び発展の基本的な方針 

・住民の帰還に向けた動きや富岡町の復興に係る方針の検討を踏まえて、地域の農業の復興及び発

展を図るための基本的な方針について検討していく。 

 

②  農業関係施策の推進に関する方針（農業生産基盤整備等の実施予定等） 

①の農業の復興及び発展の基本的な方針を踏まえながら、今後必要な農業関係施策に 

ついて検討していく。 

 

（注）(1) 「① 被災市町村の農業の復興及び発展の基本的な方針」は、農業の復興と生産性の高い営農を実現す

るため、どのような地域農業を目指していくのか等の基本的な方針を明確に記載する。 

   (2) 「② 農業関係施策の推進に関する方針」は、復興整備計画の区域全体の農業生産基盤整備等の施策の

実施方針を記載する。 

 

２ １の施策を推進するために必要な農地の確保及びその利用に関する基本的な事項 

  農地の確保の方針（農地制度・農業振興地域制度の適正な運用及び諸施策を通じた農地の確保の

方針） 

 ・今後、農業者や農業関係団体の意向等を踏まえて、地域の農地の確保とその有効利用の 

 方針について検討していく。 

②  農地の利用の方針（住宅地等の移転跡地の農業利用を含む） 

・大原地区の農地の一部では、原子力発電所事故収束へ向けて必要不可欠な廃炉国際共同研究セン

ター国際共同研究棟等及び住民の安全安心の確保と復旧復興事業の加速に必要不可欠な二次救急医

療機関「ふたば医療センター（仮称）」、学習、防災・歴史教育の拠点となる富岡町アーカイブ施

設（仮称）を整備する用地としての土地利用（非農業的土地利用）を行う。 

 ・大石原・下千里地区、高津戸・清水前地区及び杉内地区の農地の一部では、太陽光発電事業の土

地利用を行い、得られた売電益の一部を最大限活用して農業の再生・再興へ向けた各種施策に取り

組み、当該事業終了後については、町としての土地利用及び農業振興政策上、当該事業地を農地に

戻し、更なる農業発展の実現を目指す。 

 ・上郡山、太田地区においては、地域経済の活性化及び就労・交流人口の拡大を図る為に新たに産

業団地を整備し、地域経済再興と地元事業者の再開・発展の場として活用する。 

 ・小良ヶ浜地区においては、旧特定復興再生拠点における産業の創出、発展、地域経済の活性化及

び就労・交流人口拡大を図る為の拠点として新たな産業団地を整備し、一部地区については、周辺

環境との関係性及び特定帰還居住区域復興再生計画との整合性を図りながら活用方針を検討してい

く。 

・その他の地区の農地については、復旧・復興に向けた各種計画と整合性を図りながら、農地とし

て利用していくことを基本としつつ、今後の農業上の土地利用の方針について検討していく 

 

③  復興整備事業ごとの農地等との調整状況 

    別紙様式のとおり 

（注）(1) １の②の施策を推進するために必要な「農地の確保の方針」は、市町村全体における農業の健全な発

展に向けた農地の確保の取り組みについて記載する。 



 

 

 

     (2) 「農地の利用の方針」は、農業・農村の復興マスタープラン及び復興関連施策の事業計画・工程表等

を踏まえ、被災農地の復旧・復興による農地の利用の方針及び住宅地等の移転跡地の農業利用の方針

等について記載する。 

 

３ 当該土地利用方針に係る被災関連都道県の知事の意見（法第 49 条第２項の規定による協議会が組

織されていない場合等（共同作成を除く。）） 

       



 

          

 

別紙様式（復興整備事業ごとの農地等との調整状況） 

１ 農地転用等を伴う復興整備事業と農地等との調整調書                                                                              （別紙様式１） 

図面 

記号 
地区名 

復興整備 

事業の種類 

土地の主な 

用途の種類 

  

事 業 

 

主 体 

 

 

施 行 

予 定 

年 度 

 

 
予定人口 

（世帯数） 

の規模等 

 

 

土地利用 

 

区  分 

 

 

 
移転元との関連 

 

 

面 積 

うち 

農地 

面積 

うち 

農振地 

域面積 

うち 

農用地 

区域面積 

Ｂ 大原 

その他の施設の

整備に関する事

業 

廃炉国際共同研

究センター国際

共同研究棟用地 

1.2ha 1.2ha 1.2ha 1.2ha 富岡町 平成27～28年度 ― 
非線引き都市計

画区域の用途地

域外 

 

Ｃ 
大石原・ 

下千里 

その他の施設の

整備に関する事

業 

太陽光発電事業

用地 
40.2ha 

 

40.1ha 

 

40.1ha 39.9ha 
富 岡 復 興 エ

ナ ジ ー 合 同

会社 

平成27～29年度 ― 
非線引き都市計

画区域の用途地

域外 

 

Ｄ 

高津戸・ 

清水前 

第１工区 

第２工区 

その他の施設の

整備に関する事

業 

太陽光発電事業

用地 

34.0ha 

 

33.3ha 

0.7ha 

34.0ha 

 

33.3ha 

0.7ha 

34.0ha 

 

33.3ha 

0.7ha 

33.9ha 

 

33.2ha 

0.7ha 

株 式 会 社 さ

く ら ソ ー ラ

ー 

平成27～29年度 ― 
非線引き都市計

画区域の用途地

域外 

 

Ｅ 
杉内 

第１工区 

第２工区 

その他の施設の

整備に関する事

業 

太陽光発電事業

用地 

42.9ha 

42.7ha 

0.2ha 

37.5ha 

37.4ha 

0.2ha 

41.4ha 

41.2ha 

0.2ha 

31.1ha 

30.9ha 

0.2ha 

合 同 会 社 富

岡 杉 内 ソ ー

ラー 

平成27～30年度 ― 
非線引き都市計

画区域の用途地

域外 

 

Ｆ 大原 

その他の施設の

整備に関する事

業 

ふたば医療セン

ター用地整備事

業 

1.1ha 1.1ha 1.1ha 1.1ha 富岡町 平成28～29年度 ― 
非線引き都市計

画区域の用途地

域外 

 

Ｋ 

上郡山・ 

太田 

 

第1工区 

第2工区 

第3工区 

その他の施設の

整備に関する事

業 

富岡産業団地整

備事業 

 35.0ha 

 

 

26.3ha 

5.9ha 

2.8ha 

   29.3ha 

 

 

20.7ha 

5.9ha 

2.7ha 

       30.8ha 

 

 

22.1ha 

      5.9ha 

  2.8ha 

       30.5ha 

 

 

21.9ha 

       5.9ha 

       2.7ha 

富岡町 平成29～32年度 ― 
非線引き都市計

画区域の用途地

域外 

 

Ｌ 大原 

その他の施設の

整備に関する事

業 

富岡町アーカイ

ブ施設整備事業 
1.2ha 1.2ha 1.2ha 1.2ha 富岡町 平成30～32年度 ― 

非線引き都市計

画区域の用途地

域外 

 



 

          

 

※杉内地区及び上郡山・太田地区事業面積については、工区毎の端数処理の関係上、合計面積と一致しておりません。 

 

留意事項：本様式は、農林水産大臣又は被災関連都道県知事の同意を得る際に復興整備事業ごとの農地等との調整様式として用いること。 

なお、農林水産大臣又は復興関連都道県知事は、本様式を同意の際に添付すること。同意できない地区がある場合は、当該地区欄に取消線を記載し、理由を付して被災関連市町村等に示すこと。 

（注） (1) 本様式については、復興整備計画及び土地利用方針に記載されているものの内、農地転用又は農用地区域内の開発行為を伴うすべての復興整備事業について記載する。 

 

(2) 「復興整備事業の種類」は、法律第 46 条第２項第４号に規定する市街地開発事業、土地改良事業（非農用地区域を創設する場合）、復興一体事業、集団移転促進事業等の事業名を記載する。 

(3) 「予定人口（世帯数）の規模等」は、「土地の主な用途の種類」が住宅地の場合に記載する。なお、予定人口（世帯数）は、「移転元」の移転人口（世帯数）と最大でも同程度となるよう調整することに留意するこ

と。 

(4) 「土地利用区分」は、都市計画の市街化区域内、市街化調整区域内、非線引き都市計画区域の用途地域内、非線引き都市計画区域の用途地域外、都市計画区域外の別を記載する。  

(5)「移転元との関連」には、土地利用方針の復興整備事業総括図中の移転元の図面番号（Ⅰ、Ⅱ、…）、面積、土地利用区分（都市計画の市街化区域内、市街化調整区域内、 

非線引き都市計画区域の用途地域内、非線引き都市計画区域の用途地域外、都市計画区域外の別）、移転人口（世帯数）及び移転跡地の利用計画等を記載する。 

Ｍ 小良ヶ浜 

その他の施設の

整備に関する事

業 

富岡第二産業団

地整備事業 
18.7ha 15.2ha 15.2ha 14.0ha 富岡町 令和5～10年度 ― 

非線引き都市計

画区域の用途地

域外 

 

計    

 

174.3ha 

155.6ha 

 

159.6ha 

144.4ha 

 

165.0ha 

149.8ha 

 

152.9ha 

138.9ha 

 

     



 

          

 

２ 調整措置概要 

 地区名 ： 大原   地区                                                            （別紙様式２） 

① 農業関係施策との調整状況 

農業 

関係施策 

図面番号 

関係施策 

事業名 

事 業 

地区名 
事業主体 

受 益 

面積等 

施行 

年度 

復興整備事業の施行区域 

に含まれる受益地・施設 施策の 

種 別 

当該事業受益地等を復興整備事業の施行区域に 

含める必要性及び調整措置状況 受益面積・ 

施設等 

施行 

状況 

Ｂ 

農業構造

改善事業 
大原 

 

富岡町 

土 地 改 良

区 

78.0ha S42-S44 1.2ha 完了 補助 

営農再開・農業復興にあたっては、風評被害の払拭などの

観点から、福島第一原子力発電所の廃炉は必要不可欠である

。 

大原地区は町の復興拠点であり行政施設が立地するなど、

町全体の復興を図る上で重要な地域であることから、廃炉国

際共同センター国際共同研究棟を立地する土地利用を行う。 

なお、平成27年7月に完了公告した県営かんがい排水事業の

受益地からの除外については、福島県を通し東北農政局と調

整済である。 

 また、当該地を本計画により事業区域から除外することに

ついては、富岡町農業委員会へ随時説明（最終説明H27.11）

を行っているとともに、富岡町土地改良区への説明（H27.11

）を行い、了承を得ている。 

 なお、当該事業区域内で営農再開する農地及び区域外の農

業の健全な発展に支障を来すことのないよう関係機関と調整

した上で事業者の指導を徹底する。 

県営かん

がい排水

事業 

富岡 福島県 743.3ha 
S62- 

H27 
1.2ha 完了 補助 

② 周辺農地へ及ぼす影響と必要な対策 

 雨水排水については、地区外の農業用排水路を経由して2級河川富岡川に放流されるため、また、富岡町土地改良区管理のため池へ流入して洪水調整が図られるため、

周辺農地での営農に支障を来すことはない。 

③ 当該事業に係る土地利用基本計画の変更等（再ゾーニング）の実施予定 

 農業復興政策を着実に進め農業の再生を推進するとともに、全町避難が継続する特殊な事態であることから、町の復興復旧に向けた各種計画との整合を図りながら、 

土地利用を検討する。 

 

 



 

          

 

２ 調整措置概要 

 地区名 ： 大石原・下千里   地区                                                   （別紙様式２） 

① 農業関係施策との調整状況 

農業 

関係施策 

図面番号 

関係施

策 

事業名 

事 業 

地区名 
事業主体 

受 益 

面積等 

施行 

年度 

復興整備事業の施行区域 

に含まれる受益地・施設 施策の 

種 別 

当該事業受益地等を復興整備事業の施行区域に 

含める必要性及び調整措置状況 受益面積・ 

施設等 

施行 

状況 

Ｃ 

団体営

圃場整

備事業 

大石原・

下千里 

富 岡 町 

土地改良区 

22.8ha S60-H3 

40.1ha 完了 補助 

太陽光発電事業は、将来の農業復興のために必要な財源を

生むための方法の１つと位置付け、売電収入を活用して残さ

れる農地での営農再開及び発電事業終了後の農業再生を図る

ための農業復興政策を推進し、作物の高品質化・多収量化の

実現を目指すものであるが当該区域以外に必要な用地を確保

することが困難である。また、当該事業については、近隣に

必要な関連施設を有している。 

なお、平成27年7月に完了公告した県営かんがい排水事業の

受益地からの除外については、福島県を通し東北農政局と調

整済である。 

また、当該地を本計画により事業区域から除外することにつ

いては、富岡町農業委員会へ随時説明（最終説明H28.2）を行

っているとともに、富岡町土地改良区への説明（H27.11）及

び協議（H28.2）を行い、了承を得ている。 

なお、当該事業区域内で営農再開する農地及び区域外の農

業の健全な発展に支障を来すことのないよう関係機関と調整

した上で事業者の指導を徹底する。 

土地改

良総合

整備事

業 

35.9ha 
S54- 

S58 

県営か

んがい

排水事

業 

富岡 福島県 743.3ha 
S62- 

H27 
40.1ha 完了 補助 

② 周辺農地へ及ぼす影響と必要な対策 

 雨水排水については、地区外の農業用排水路を経由して2級河川富岡川に放流されるため、また、富岡町土地改良区管理のため池へ流入して洪水調整が図られるため、

周辺農地での営農に支障を来すことはない。 

③ 当該事業に係る土地利用基本計画の変更等（再ゾーニング）の実施予定 

 農業復興政策を着実に進め農業の再生を推進するとともに、全町避難が継続する特殊な事態であることから、町の復興復旧に向けた各種計画との整合を図りながら、土地利用を

検討する。 

 

 

 



 

          

 

 

２ 調整措置概要 

 地区名 ： 高津戸・清水前   地区                                                （別紙様式２） 

① 農業関係施策との調整状況 

農業 

関係施策 

図面番号 

関係施策 

事業名 

事 業 

地区名 
事業主体 

受 益 

面積等 

施行 

年度 

復興整備事業の施行区域 

に含まれる受益地・施設 施策の 

種 別 

当該事業受益地等を復興整備事業の施行区域に 

含める必要性及び調整措置状況 受益面積・ 

施設等 

施行 

状況 

 

Ｄ 

 

 

団体営

圃場整

備事業 

高津戸・ 

清水前 

富 岡 町 

土地改良区 
72.0ha S55-S61 34.0ha 完了 補助 

太陽光発電事業は、将来の農業復興のために必要な財源を

生むための方法の１つと位置付け、売電収入を活用して残さ

れる農地での営農再開及び発電事業終了後の農業再生を図る

ための農業復興政策を推進し、作物の高品質化・多収量化の

実現を目指すものであるが当該区域以外に必要な用地を確保

することが困難である。また、当該事業については、近隣に

必要な関連施設を有している。 

なお、平成27年7月に完了公告した県営かんがい排水事業の

受益地からの除外については、福島県を通し東北農政局と調

整済である。 

 また、当該地を本計画により事業区域から除外することに

ついては、富岡町農業委員会へ随時説明（最終説明H28.7）を

行っているとともに、富岡町土地改良区への説明（H28.7）を

行い、了承を得ている。 

なお、当該事業区域内で営農再開する農地及び区域外の農

業の健全な発展に支障を来すことのないよう関係機関と調整

した上で事業者の指導を徹底する。 

県営かん

がい排水

事業 

富岡 福島県 743.3ha 
S62- 

H27 

 

34.0ha 

 

完了 補助 

② 周辺農地へ及ぼす影響と必要な対策 

 雨水排水については、地区外の農業用排水路を経由して2級河川富岡川に放流されるため、また、富岡町土地改良区管理のため池へ流入して洪水調整が図られるため、

周辺農地での営農に支障を来すことはない。 

③ 当該事業に係る土地利用基本計画の変更等（再ゾーニング）の実施予定 

 農業復興政策を着実に進め農業の再生を推進するとともに、全町避難が継続する特殊な事態であることから、町の復興復旧に向けた各種計画との整合を図りながら、土地利用を

検討する。 



 

          

 

２ 調整措置概要 

 地区名 ： 杉内   地区                                                     （別紙様式２） 

① 農業関係施策との調整状況 

農業 

関係施策 

図面番号 

関係施策 

事業名 

事 業 

地区名 
事業主体 

受 益 

面積等 

施行 

年度 

復興整備事業の施行区域 

に含まれる受益地・施設 施策の 

種 別 

当該事業受益地等を復興整備事業の施行区域に 

含める必要性及び調整措置状況 受益面積・ 

施設等 

施行 

状況 

 

Ｅ 

 

 

団体営

圃場整

備事業 

西ノ上 

富 岡 町 

土地改良区 

20.0ha S45-S50 9.3ha 完了 補助 

太陽光発電事業は、将来の農業復興のために必要な財源を

生むための方法の１つと位置付け、売電収入を活用して残さ

れる農地での営農再開及び発電事業終了後の農業再生を図る

ための農業復興政策を推進し、作物の高品質化・多収量化の

実現を目指すものであるが当該区域以外に必要な用地を確保

することが困難である。また、当該事業については、近隣に

必要な関連施設を有している。 

なお、平成27年7月に完了公告した県営かんがい排水事業の

受益地からの除外については、福島県を通し東北農政局と調

整済である。 

 また、当該地を本計画により事業区域から除外することに

ついては、富岡町農業委員会へ随時説明（最終説明H28.7）を

行っているとともに、富岡町土地改良区への説明（H28.7）を

行い、了承を得ている。 

なお、当該事業区域内で営農再開する農地及び区域外の農

業の健全な発展に支障を来すことのないよう関係機関と調整

した上で事業者の指導を徹底する。 

土 地 改

良 総 合

整 備 事

業 

西ノ上 17.1ha S59-H2 14.7ha 完了 補助 

県営かん

がい排水

事業 

富岡 福島県 743.3ha 
S62- 

H27 
29.5ha 完了 補助 

② 周辺農地へ及ぼす影響と必要な対策 

 雨水排水については、地区外の農業用排水路を経由して2級河川富岡川に放流されるため、また、富岡町土地改良区管理のため池へ流入して洪水調整が図られるため、

周辺農地での営農に支障を来すことはない。 

③ 当該事業に係る土地利用基本計画の変更等（再ゾーニング）の実施予定 

 農業復興政策を着実に進め農業の再生を推進するとともに、全町避難が継続する特殊な事態であることから、町の復興復旧に向けた各種計画との整合を図りながら、土地利用を

検討する。 

 

 



 

          

 

２ 調整措置概要 

 地区名 ： 大原   地区                                                            （別紙様式２） 

① 農業関係施策との調整状況 

農業 

関係施策 

図面番号 

関係施策 

事業名 

事 業 

地区名 
事業主体 

受 益 

面積等 

施行 

年度 

復興整備事業の施行区域 

に含まれる受益地・施設 施策の 

種 別 

当該事業受益地等を復興整備事業の施行区域に 

含める必要性及び調整措置状況 受益面積・ 

施設等 

施行 

状況 

Ｆ 

 

農業構造

改善事業 
大原 

富岡町 

土 地 改 良

区 
78.0ha S42-S44 1.1ha 完了 補助 

 東日本大震災及び原子力発電所事故からの復旧復興に欠か

す事の出来ない住民の安全安心の確保及び双葉郡における早

期の救急医療体制確保の為、大原地区の農地の一部において

、県立二次救急医療機関である「ふたば医療センター（仮称

）」に係る用地を整備するもの。 

なお、平成27年7月に完了公告した県営かんがい排水事業の

受益地からの除外については、福島県を通し東北農政局と調

整を実施中である。 

 また、当該地を本計画により事業区域から除外することに

ついては、富岡町農業委員会へ説明（H28.12）を行っている

とともに、富岡町土地改良区への説明（H29.1）を行い、了承

を得ている。 

 なお、当該事業区域内で営農再開する農地及び区域外の農

業の健全な発展に支障を来すことのないよう関係機関と調整

した上で必要な対策等を徹底する。 

県営かん

がい排水

事業 

富岡 福島県 743.3ha 
S62- 

H27 
1.1ha 完了 補助 

② 周辺農地へ及ぼす影響と必要な対策 

 雨水排水については、地区外の農業用排水路を経由して2級河川富岡川に放流されるため、また、富岡町土地改良区管理のため池へ流入して洪水調整が図られるため、

周辺農地での営農に支障を来すことはない。 

③ 当該事業に係る土地利用基本計画の変更等（再ゾーニング）の実施予定 

 農業復興政策を着実に進め農業の再生を推進するとともに、全町避難が継続する特殊な事態であることから、町の復興復旧に向けた各種計画との整合を図りながら、 

土地利用を検討する。 

 

 



 

          

 

２ 調整措置概要 

 地区名 ： 上郡山・太田   地区                                                        （別紙様式２） 

① 農業関係施策との調整状況 

農業 

関係施策 

図面番号 

関係施策 

事業名 

事 業 

地区名 
事業主体 

受 益 

面積等 

施行 

年度 

復興整備事業の施行区域 

に含まれる受益地・施設 施策の 

種 別 

当該事業受益地等を復興整備事業の施行区域に 

含める必要性及び調整措置状況 受益面積・ 

施設等 

施行 

状況 

Ｋ 

 

県営かん

がい排水

事業 

富岡 福島県 743.3ha 
S62- 

H27 
30.8ha 完了 補助 

 東日本大震災及び原子力発電所事故からの復旧復興に欠か

す事の出来ない地域経済活性化の為、新たな産業集積と地元

事業者の再興・発展を目的とした、雇用の場の確保及び就労

交流人口の拡大を可能とする新たな産業団地を上郡山・太田

地区の農地の一部において整備する。 

なお、平成27年7月に完了公告した県営かんがい排水事業の

受益地からの除外については、福島県を通し東北農政局と調

整を実施中である。 

 また、当該地を本計画により事業区域から除外することに

ついては、富岡町農業委員会へ説明（H29.8）を行っていると

ともに、富岡町土地改良区への説明（H29.8）を行い、了承を

得ている。 

 なお、当該事業区域内で営農再開する農地及び区域外の農

業の健全な発展に支障を来すことのないよう関係機関と調整

した上で必要な対策等を徹底する。 

② 周辺農地へ及ぼす影響と必要な対策 

 雨水排水については、地区内に整備する流量調整池を経由して２級河川紅葉川に放流し、洪水調整を図る。また、周辺農地での営農に支障を来すことはないように農

業用用排水路の付け替え及び保全管理に関しては、関係機関と十分に協議を実施し、対応する。 

③ 当該事業に係る土地利用基本計画の変更等（再ゾーニング）の実施予定 

 産業団地として事業が完了した場合、町の各種計画との整合を図り、新たな用途地域の設定を検討しつつ、土地利用基本計画の変更を速やかに行う。（実施時期は事業完了後と

なる予定） 

 

 



 

          

 

２ 調整措置概要 

 地区名 ： 大原   地区                                                            （別紙様式２） 

④ 農業関係施策との調整状況 

農業 

関係施策 

図面番号 

関係施策 

事業名 

事 業 

地区名 
事業主体 

受 益 

面積等 

施行 

年度 

復興整備事業の施行区域 

に含まれる受益地・施設 施策の 

種 別 

当該事業受益地等を復興整備事業の施行区域に 

含める必要性及び調整措置状況 受益面積・ 

施設等 

施行 

状況 

Ｌ 

農業構造

改善事業 
大原 

 

富岡町 

土 地 改 良

区 

78.0ha S42-S44 1.2ha 完了 補助 

東日本大震災及び原子力発電所事故という未曽有の複合災

害を経験したことで、町の成り立ち（歴史）や経過の再確認

、防災教育・情報発信による風化防止が求められている。震

災後多くの家屋が解体を余儀なくされ、各家庭に保存されて

いた歴史的な資料や震災遺構の収集を積極的に実施してきて

おり、既存の施設ではそれらの資料を展示・保全管理・収蔵

する事が困難であることから、教育・交流・体験の場として

の富岡町アーカイブ施設（仮称）を整備するもの。 

 なお、平成27年7月に完了公告した県営かんがい排水事業の

受益地からの除外については、福島県を通し東北農政局と調

整を実施中である。 

 また、当該地を本計画により事業区域から除外することに

ついては、富岡町農業委員会へ説明（H30.3）をおこなってい

るとともに、富岡町土地改良区への説明（H30.3）を行い、了

承を得ている。 

 なお、当該事業区域内で営農再開する農地及び区域外の農

業の健全な発展に支障を来すことのないよう関係機関と調整

した上で必要な対策等を徹底する。 

県営かん

がい排水

事業 

富岡 福島県 743.3ha 
S62- 

H27 
1.2ha 完了 補助 

⑤ 周辺農地へ及ぼす影響と必要な対策 

 雨水排水については、地区外の農業用排水路を経由して2級河川富岡川に放流されるため、また、富岡町土地改良区管理のため池へ流入して洪水調整が図られるため、

周辺農地での営農に支障を来すことはない。 

⑥ 当該事業に係る土地利用基本計画の変更等（再ゾーニング）の実施予定 

 農業復興政策を着実に進め農業の再生を推進するとともに、帰還困難区域を除く避難指示が解除された現在でも多くの町民が避難を余儀なくされている特殊な状況であることか

ら、町の復興復旧に向けた各種計画との整合性を図りながら、土地利用を検討する。 

 

 



 

          

 

２ 調整措置概要 

 地区名 ： 小良ヶ浜   地区                                                        （別紙様式２） 

① 農業関係施策との調整状況 

農業 

関係施策 

図面番号 

関係施策 

事業名 

事 業 

地区名 
事業主体 

受 益 

面積等 

施行 

年度 

復興整備事業の施行区域 

に含まれる受益地・施設 施策の 

種 別 

当該事業受益地等を復興整備事業の施行区域に 

含める必要性及び調整措置状況 受益面積・ 

施設等 

施行 

状況 

M 

 

団体営圃

場整備事

業 

小良ヶ浜 

富岡町 

土地改良

区 

74.1ha 
S50- 

S54 
17.5ha 完了 補助 

東日本大震災及び原子力発電所事故からの復旧・復興に欠かす

ことの出来ない地域経済の再生・活性化のため、新たな産業集積

と地元事業者の再興・発展を目的とした雇用の場の確保及び就労

・交流人口の拡大を可能とする新たな産業団地を整備する。 

なお、平成27年7月に完了公告した県営かんがい排水事業の

受益地からの除外については、福島県（相双農林事務所）と

調整済みである。 

 また、当該地を本計画により事業区域から除外することに

ついては、富岡町農業委員会へ説明（R6.7）を行っていると

ともに、富岡町土地改良区への説明（R6.9）を行い、了承を

得ている。当該事業区域内で営農再開する農地及び区域外の

農業の健全な発展に支障を来すことのないよう関係機関と調

整した上で必要な対策等を徹底する。 

 
県営かん

がい排水

事業 

富岡 福島県 743.3ha 
S62- 

H27 
14.2ha 完了 補助 

② 周辺農地へ及ぼす影響と必要な対策 

 雨水排水については、地区内に整備する流量調整池を経由して町管理河川 橋の沢川に放流し、洪水調整を図る。また、農業用用排水路の付け替え及び保全管理に関

しては、関係機関と十分に協議を実施し対応することで、下流農地に影響を及ぼすことはない。 

 生活排水については浄化槽の設置により排水、工業用水については地下水を利用することから、周辺農地での営農に支障を来すことはない。 

 日照については、隣接農地に影響が出ない区画配置計画とする。 

③ 当該事業に係る土地利用基本計画の変更等（再ゾーニング）の実施予定 

 産業団地として事業が完了した場合、町の各種計画との整合を図り、新たな用途地域の設定を検討しつつ、土地利用基本計画の変更を速やかに行う。（実施時期は事業完了後と

なる予定） 



 

          

 

 

（注）(1) 国の直轄又は補助等による事業で、完了（昭和 44 年農業振興地域の整備に関する法律制定以降に完了）したもの、実施中のもの、調査計画中のものであって、復興

整備事業の施行区域に含まれるもの及びそれに接続しているものについて記載する。 

   (2) 「受益面積等」は、当該事業の受益面積を記載する。また、「復興整備事業の施行区域に含まれる受益地・施設」の「受益面積・施設等」は、当該事業の受益地面

積のうち復興整備事業の施行区域に含まれることとなる受益面積又は農業用用排水路等の施設が含まれる場合には、その施設及び延長等を記載する。 

   (3) 「施策の種別」は、直轄、補助等を記載する。 

   (4) 「当該事業受益地等を復興整備事業の施行区域に含める必要性及び調整措置状況」は、事業受益地等を復興整備事業の施行区域に含めることにより農林漁業と調整

を要することとなる事項について、「都市計画と農林漁業との調整措置について」（平成 14 年農村振興局長通知）の第３章の第２を準用し、その調整措置状況を記

載する。なお、周辺農林漁業関係施策に影響を及ぼす場合には、必要に応じ調整措置状況に関する資料を別途添付する。 

   (5) 「② 周辺農地へ及ぼす影響と必要な対策」は、都市用排水による周辺農地に及ぼす影響と必要な対策について記載する。 

   (6) 「③ 当該事業に係る土地利用基本計画の変更等（再ゾーニング）の実施予定」は、当該事業に係る再ゾーニングが必要な場合は、再ゾーニングの予定時期につい

て記載する。 

 

 


